
 

市有財産（土地）賃貸借契約書（案） 

 

福岡市（以下「貸付人」という。）と○○○（以下「借受人」という。）は、令和５年９月

に公表した「旧産学官連携施設の借受者公募要項」（以下「公募要項」という。）に基づき、

土地賃貸借契約（以下「本件契約」という。）を締結する。 

なお、本件契約は建物の所有を目的とするものではなく、借地借家法（平成３年法律第 90

号）の規定は適用されないことを相互に確認する。 

 

（貸付物件） 

第１条 貸付物件は、次のとおりとする。 

所在地（地番） 地目 登記簿面積 貸付面積 

福岡市早良区百道浜３丁目 901番 71 雑種地 2,399㎡ 2,399㎡ 

 

２ 借受人は、本件契約の締結に当たり、貸付人が貸付物件について測量及び境界確定を

実施しておらず、前項に記載の貸付面積は図面等に基づき求積したものであることを

承知の上借り受けるものとする。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、令和６年○月○日から令和 16年○月○日までとする。 

 

（貸付物件の用途等） 

第３条 借受人は、貸付期間中、法令及び条例等を遵守の上、貸付物件を[福岡市企業立地

条例（平成 24 年福岡市条例第 22 号）第３条第１項において定める知識創造型産業、

健康・医療・福祉関連産業又は環境・エネルギー関連産業に該当する企業の事業活動]

の用途（以下「指定用途」という。）に供するものとする。 

２ 借受人は、貸付物件を指定用途に供するために要する費用の全てを負担しなければ

ならない。 

 

（貸付料） 

第４条 貸付料は、年額金○,○○○,○○○円とする。 

２ 前項の貸付料は、消費税及び地方消費税相当額を含む額とする。また、税法の改正に

より消費税等の税率が増減した場合には、改正税法施行日以降における増減後の税率

により計算した額とする。 

３ 貸付料の額は、原則として３年ごとに改定できるものとし、貸付人は、自らが行う土

地価格の評価から算定した貸付料の年額に改定できるものとする。なお、貸付期間中に



貸付料に係る消費税の税率改定があったときは、改定された税率に基づき貸付料の改

定を行う。 

４ 貸付期間の中途において、貸付人及び借受人の合意により契約が終了した場合の貸

付料は、１年に満たない場合は月割り及び１月に満たない場合は日割り（１年を 365日

とする。）計算により算定した金額とする。 

５ 令和５年度の貸付料については、年額から日割り計算により算出した年額金○,○○

○,○○○円とする。 

６ 令和 15 年度の貸付料については、年額から日割り計算により算出した年額金○,○

○○,○○○円とする。 

７ 借受人は、貸付料を、第２条に規定する貸付期間中の各年度において、次表に基づき

貸付人が発行する納入通知書により、納付期限までに貸付人の指定する金融機関に納

付しなければならない。ただし、納付期限が金融機関の休日に当たるときは、次の金融

機関の営業日までに納付しなければならない。なお、振込手数料は借受人の負担とする。 

（令和５年度） 

期間 貸付料 納付期限 

第４期 ○,○○○,○○○円 ２月 15日     

（令和６年度から令和 14年度まで） 

期間 貸付料 納付期限 

第１期 ○,○○○,○○○円   ５月 15日     

第２期 ○,○○○,○○○円 ８月 15日     

第３期 ○,○○○,○○○円 11月 15日     

第４期 ○,○○○,○○○円 ２月 15日     

（令和 15年度） 

期間 貸付料 納付期限 

第１期 ○,○○○,○○○円 ５月 15日     

第２期 ○,○○○,○○○円 ６月 15日     

第３期 ○,○○○,○○○円 11月 15日     

第４期 ○,○○○,○○○円 ２月 15日     

８ 貸付人は、第 15 条第１項第１号から第７号まで及び第 16 条に掲げる事由により本

件契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しない。 

９ 貸付人は、貸付物件が災害等により被害を受け長期間使用できない等その他正当な

理由があるときは、貸付料の額について、別途定めることができる。 

 

（貸付料の遅延利息） 

第５条 借受人は、前条第７項に規定する納付期限までに貸付料を納付しないときは、当該

納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納額が 1,000円以上であるとき



は当該金額（1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に年 14.6 パー

セント（1年を 365日とする。）の割合を乗じて計算した金額（100円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。）を遅延利息として、貸付人の発行する納入通知書によ

り納付しなければならない。 

 

（契約保証金） 

第６条 借受人は、本件契約の締結後速やかに、福岡市公有財産規則第 35条に規定する契

約保証金（以下「契約保証金」という。）として第４条第１項に定める貸付料（税込

み）の１年分に相当する金額（○,○○○,○○○円）を、貸付人の発行する納入通知

書により納付しなければならない。 

２ 第４条第３項の規定により貸付料が増減額された場合の契約保証金は、貸付料の増

減額と同様の割合で、貸付料増減額の日から改定されるものとし、貸付料が増額された

場合、借受人は、増額後の契約保証金の額（円未満切上げ）と従前の契約保証金の額と

の差額を、貸付人の発行する納入通知書により、当該増額の日から 30日以内に貸付人

に納入し、貸付料が減額された場合、貸付人は、減額後の契約保証金の額（円未満切上

げ）と従前の契約保証金の額との差額を、当該減額の日から 30日以内に借受人に返金

しなければならない。 

３ 貸付人は、本件契約の終了後、第 18条第１項に規定する借受人の義務の履行（同項

ただし書を適用する場合を含み、同項第 2号を適用する場合は第 15条第３項に該当す

るときに限る。）を確認したときは、借受人の請求により納付されている契約保証金を

借受人に返還する。なお、貸付人は、契約保証金の返還にあたり、本件契約から生じた

借受人の未払債務の金額を控除することができる。 

４ 契約保証金には、利息を付さない。 

５ 貸付人が第 15 条第１項及び第 16 条の規定により本件契約を解除したとき、又は借

受人が本件契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は貸付人に帰属する。 

６ 借受人は、前項の規定により契約保証金を貸付人に帰属させたことに対して、一切の

異議申立てをすることができない。 

７ 契約保証金は、第 14 条の規定による違約金が生じた場合、当該違約金に充当する。 

８ 借受人は、契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他い

かなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第７条 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。 

２ 前項の規定による引渡しは、原則として貸付人の職員と借受人の立会いの上で行う

ものとする。ただし、これに依り難い場合は、この限りでない。 

 



（契約不適合責任） 

第８条 借受人は、貸付物件が契約の内容に適合することを容認し、本件契約締結後、貸付

物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付人に対し貸

付料の減額、物件の修補、損害賠償その他の請求又は契約の解除をすることができな

い。 

 

（禁止事項） 

第９条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 貸付物件に建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１項に定める建築物を

建設すること。 

(2) 貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業（以下「風俗営業等」という。）の敷地の用途に供すること又は

貸付物件において第三者に風俗営業等をさせること。 

(3) 貸付物件を第三者に転貸すること。ただし、貸付物件の一部についてあらかじめ貸

付人から書面による承認を受けた場合は、この限りではない。 

(4) 貸付物件に係る賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定すること。 

 

（滅失又は毀損の報告） 

第 10条 借受人は、貸付期間中において、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損し

た場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。 

２ 借受人の責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した

ときは、借受人の責任において速やかに原状回復をしなければならない。 

 

（保全義務等） 

第 11条 借受人は、貸付期間中において、貸付物件を善良な管理者の注意をもって管理し

なければならない。 

２ 借受人は、前項の規定に従い貸付物件を使用し、土壌の汚染等により原状回復が困難

となるような使用をしてはならない。 

３ 借受人は、貸付物件の形状（工作物の増設、改良等の行為を含む。）を変更しようと

するときは、事前に理由を付した書面をもって貸付人の承認を得なければならない。 

４ 貸付人が貸付物件の管理上必要な事項を借受人に通知したときは、借受人は通知の

内容を遵守しなければならない。 

 

（維持管理等） 

第 12条 借受人は、次に掲げる貸付物件の維持管理業務をしなければならない。 



(1) 清掃 

(2) 日常点検 

(3) 借受人が行う備品、消耗品等の交換等の実施 

(4) 貸付人が行う修繕や更新（以下「修繕等」という。）に係る連絡・調整・報告及び 

 協力 

(5) その他施設・設備の維持管理に必要なこと 

２ 修繕費は貸付人が負担し、実施はその緊急性や営業に与える影響等を踏まえ、あらか

じめ貸付人及び借受人で協議するものとする。 

 

（実地調査等） 

第 13条 貸付人は、第５条に規定する貸付料の保全上必要があると認めるとき又は指定用

途に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、借受人に対し、その事業

若しくは資産、経営状況に関して質問し、帳簿、書類その他を調査し、又は参考とな

るべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 借受人は、貸付人から前項の規定に基づく調査又は請求があったときは、正当な理由

なくその請求を拒み、妨げ、又は忌避してはならず、直ちに貸付人に対して前項に規定

する報告、資料の提出等をしなければならない。 

 

（違約金） 

第 14条 貸付人は、借受人による貸付物件の利用が公募要項及び本件契約に違反し、借受

人が正当な理由なく前条第 1項の調査、報告又は資料の提出等を拒み、若しくはその

他本件契約に定める義務を履行しないときは、借受人に対し相当の期間を定めて是正

を求めることができるものとする。 

２ 貸付人は、借受人が前項の期間内に是正を完了していないと認めるときは、第４条第

１項に定める貸付料の６か月分に相当する金額（○,○○○,○○○円）を違約金として

徴収できるものとする。 

３ 借受人は、前項の違約金支払の請求を受けたときは、貸付人が定める期間内に違約金

を支払わなければならない。 

４ 借受人が前項の期間内に違約金を支払わないときは、第６条に準じて算出した遅延

損害金を支払わなければならない。 

５ 第２項の違約金は、次条第 2項第 1号又は第 19条に規定する損害賠償の予定又はそ

の一部と解釈しない。 

 

（貸付人の契約の解除権等） 

第 15 条 貸付人は、次のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。 

(1) 借受人が納付期限後３か月以上経過しても貸付料の支払いを怠ったとき。 



(2) 借受人が第９条に定める禁止事項に違反したとき。 

(3) 借受人が本件契約に定める義務を履行しないとき。 

(4) 借受人の事業内容、資力、信用状況等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。 

(5) 借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他破産法制上の手続

について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者（借受人の取

締役を含む。）によってその申立てがなされたとき。 

(6) 借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。 

(7) 借受人の正当な理由により、借受人より本件契約の解除の申立てがあったとき。 

(8) 貸付物件上の建物について、貸付人及び借受人の間で締結された又はされる予定の

市有財産定期建物賃貸借契約が解除、解約又は終了したとき。 

2 前項の規定による貸付人の解除権の行使の取扱いについては、次に定めるところによ

る。 

(1) 借受人は、納付した契約保証金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その損害

を賠償しなければならない。 

(2) 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償

を請求することはできない。 

3 貸付人は、貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治

法第 238 条の５第４項の規定に基づき、契約を解除することができる。この場合におい

て、解除により損失が生じたときは、借受人は、貸付人に対し、その補償を求めること

ができる。 

 

（暴力団等関与に対する貸付人の契約解除権） 

第 16条 貸付人は、借受人が福岡市暴力団排除条例（平成 22年福岡市条例第 30号）（以下

「暴力団排除条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は同条第 1号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者であることが判明したときは、本件契約を解除することが

できる。この場合において、解除権の行使により借受人に損害があっても、貸付人は

その損害の賠償の責を負わない。 

２ 前項の暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは、次のとおりとする。 

(1) 暴力団員が経営に事実上参加している事業者 

(2) 暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその運

営を支配している事業者 

(3) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

(4) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約

等を締結している者 

(5) 暴力団若しくは暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 



(6) 役員等が暴力団若しくは暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社

会的に非難される関係を有している者 

3 貸付人は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、第４条第１項に定める貸

付料の 12分の６に相当する金額（○,○○○,○○○円）を違約金として借受人から徴

収できるものとする。なお、貸付人が本項の規定により借受人から違約金を徴収するこ

とは、第６条第５項に基づく契約保証金の貸付人への帰属に影響を及ぼさない。 

 

（借受人の契約解除権） 

第 17条 貸付期間開始後において、借受人は、社会情勢の変化等に伴いやむを得ず、本件

契約を貸付期間終了日より前に解除しようとするときは、本件契約を解除しようとす

る日の３か月前までに貸付人へ書面で予告し、起算月から起算して起算月を含む前６

か月分の貸付料（貸付料（年額）の 12分の６に相当する額）を支払うことで、原状回

復後、直ちに本件契約を解除することができる。なお、「起算月」は契約解除を予告し

た日が属する月とする。ただし、本件契約を解除する場合、貸付物件上の建物につい

て、貸付人及び借受人の間で締結された又はされる予定の市有財産定期建物賃貸借契

約も解除する必要があり、両契約を解除しようとする日は同日でなければならない。 

 

（貸付物件の返還） 

第 18条 借受人は、原則として貸付物件を自らの費用で原状回復の上、次に掲げる場合の

区分に従い、それぞれ当該各号に定める期日までに貸付人に返還しなければならない。

ただし、貸付期間の満了前に、貸付人がその全部又は一部において原状回復の必要が

ないと認める場合を除く。 

(1) 貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了日 

(2) 貸付人が第 15 条第１項及び第 16 条第１項の規定により本件契約を解除する場合 

貸付人の指定する期日 

(3) 借受人が前条の規定により本件契約を解除する場合 契約を解除しようとする日 

２ 前項の規定による返還は、貸付人の職員と借受人の立会いの上で行うものとする。 

３ 貸付人は、借受人が第１項に定める義務を履行しないときは、貸付人においてこれを

執行することができる。この場合において、借受人は、納付した契約保証金の額を超え

て貸付人に費用が生じるときは、その費用を貸付人に支払わなければならない。 

４ 貸付期間の満了前であっても、借受人が貸付物件を使用する必要がなくなったとき

は、借受人は、直ちに、貸付物件を自らの費用で原状回復の上、貸付人に返還しなけれ

ばならない。この場合において、貸付人は、既に受領した金員を借受人に返還しない。 

 

（損害賠償） 

第 19条 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は



毀損した場合は、当該滅失又は毀損による損害に相当する金額を損害賠償として貸付

人に支払わなければならない。ただし、第 10条第２項の規定により当該物件を原状に

回復した場合は、この限りでない。 

２ 借受人は、本件契約に定める義務を履行しないため貸付人に損害を与えたときは、貸

付人にその損害に相当する金額を賠償しなければならない。ただし、第６条第５項によ

り契約保証金が甲貸付人に帰属する場合においては、甲貸付人の損害に相当する金額

が甲貸付人に帰属した契約保証金の額を上回った額を損害賠償として甲貸付人に支払

わなければならない。 

 

（第三者への賠償） 

第 20条 借受人は、借受人が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被った

ときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付

人に何らの負担も生じさせないものとする。 

２ 貸付人は、借受人の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合は、借受人に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用

を求償するものとする。この場合において、貸付人が求償した場合には、借受人は、当

該求償に応じなければならない。 

 

（有益費等の放棄） 

第 21条 借受人は、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の

費用があっても、これを貸付人に請求することはできない。 

 

（契約の費用） 

第 22条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。 

 

（免責事項） 

第 23条 天災地変その他不可抗力により貸付物件の全部又は一部を滅失又は毀損して使用

が不可能になった場合、もしくはその修復に多大の費用を要することになった場合は、

本件契約は当然に終了するものとし、貸付人及び借受人は互いに一切の損害の賠償及

び補償を請求しないものとする。 

 

（住所等の変更の届出） 

第 24条 借受人は、借受人の住所（法人にあっては、本店所在地）又は氏名（法人にあっ

ては、商号又は代表者）又は連絡先電話番号に変更があったときは、書面により速や

かに貸付人に対して届け出なければならない。 

 



（トラブル、苦情等への対応） 

第 25条 借受人は、貸付物件における使用や管理等に伴い第三者からの苦情、その他紛争

が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。 

 

（情報公開） 

第 26条 借受人は、福岡市情報公開条例（平成 14年福岡市条例第３号）に基づく公開請求

又は福岡市議会への報告等により、本件契約の内容が第三者に公開されることに同意

する。 

 

（信義誠実の義務） 

第 27条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。 

 

（疑義の決定） 

第 28条 本件契約及び公募要項に関し疑義のあるとき又は定めのない事項については、貸

付人及び借受人が協議の上決定する。 

 

（裁判管轄） 

第 29条 本件契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、福岡地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

  



本件契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

 

 

 

令和○年○月○日 

 

貸付人 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

福岡市 

代表者 福岡市長 髙島 宗一郎  印 

 

借受人 住所○○○ 

法人名○○○ 

代表者 ○○○    印 
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